
第 5 編 人事 (北河内 4 市 リサイ クル施設組合職員の分限に関する条例) 

第 3 章 分限 ・ 懲戒

0 北河内 4 市 リサイ クル施設組合職員の分

限に関す る条例

( 16 8 54 ) 

(趣旨)
第 1 条 この条例は、 地方公務員法 (昭和25年法律第 261 号。 以下 「法」 とい う。) 第27条

第 2 項及び第28条第 3 項の規定に基づき、 職員の分限について必要な事項を定める もの

と す る。

(分限の手続)
第 2 条 管理者は、 法第28条第 1 項第 2 号の規定に該当す る ものと して、 職員 を降任 し、

若 し く は免職する場合又は同条第 2 項第 1 号の規定に該当す るものと して職員 を休職す

る場合に おいては、 医師 2 名 を指定 して、 あ らか じめ診断 を行わせなければ な ら ない。 

2 職員の意に反す る降任、 免職、 休職及び降給の処分は、 その旨を記載 した書面を当該

職員に交付 して行わなければな ら ない。

3 前 2 項の定めると こ ろに よ り、 職員 を降任 した場合に おいては、 その意に反 して降給

す る こ と がで き る。

(休職の効果)
第 3 条 法第28条第 2 項第 1 号の規定に該当する場合におけ る休職の期間は、 3 年 を超え

ない範囲内に おいて、 休養 を要す る程度に応 じ、 個々の場合について、 管理者が定める。 

2 管理者は、 前項の規定に よ る休職期間中であ って も、 その事由が消滅 した と認められ

る と きは、 速やかに復職 を命 じ なければな ら ない。

3 法第28条第 2 項第 2 号の規定に該当する場合におけ る職員の休職の期間は、 当該刑事

事件が裁判所に係属す る間と す る。

(休職者の身分)
第 4 条 休職者は、 職員 と しての身分を保有するが、 職務には従事 し ない。

(委任)
第 5 条 こ の条例の施行について必要な事項は、 管理者が定める。

附 則

こ の条例は、 公布の日か ら施行す る。 
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